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モンゴル国における教員研修制度の運用実態
― 基本研修を中心に ―
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Abstract: The aim of this paper is to clarify the process of in-service teacher training system 
in Mongolia.The in-service teacher training system in Mongolia continues to undergo repeated 
changes after  the social  system transition. Under such circumstances,  it was stipulated  in 
Article 40, Paragraph 8 of the 2012 Education Law that teacher training should be conducted 
every five years regardless of the installation form. Based on this regulation, the Institute for 
Teacher Specialty Improvement was established  in 2012, and basic  training  for all  teachers 
has started  in 2013.Although  in-service teacher training has begun to be  implemented,  it  is 
unclear whether  there will be any  influence  from  international organizations,  including the 
selection of  training teacher,  the training period, and so on. Due to  the  lack of research on 
related materials, the actual situation will be clarified through interviews.
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１．問題の所在と研究の目的

本研究の目的は，モンゴル国における教員研修制度
の史的展開を明らかにし，それを踏まえ，教員専門性
向上研究所（Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт，
以下，研究所）の職員を対象としたインタビュー調査
を通して，現在のモンゴル国における教員研修制度の
運用実態を明らかにし，その意義と課題を考察するこ
とである。

モンゴルはペレストロイカの影響を受け，体制移行
し，1992年の新憲法制定により，民主主義国家となっ

た。しかし，体制移行後，ソ連からの支援と経済相互
援助会議加盟国との貿易停滞によって，経済，社会が
混乱状況に陥った。このような厳しい状況を乗り越え
るため国際機関および諸外国の支援に頼りながら，新
しい社会体制に相応しい人材育成に取り組むことと
な っ た。1995年 の「 国 家 教 育 政 策（Төрөөс 
боловсролын талаар баримтлах бодлого）」によって
教育が国の優先分野とされ，同年には初等中等教育法

（Бага, дунд боловсролын тухай）や高等教育法（Дээд 
боловсролын тухай）などが制定され教育に関する法
律の体系化が進められた。

モンゴル国における教育の基本的枠組みを定めた
1995年教育法（Боловсролын тухай хууль）第33条第
１項には教育予算として国家予算の20％以上を充てる
と規定された。

そして1993年の141号決定１において一般教育学校
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（Ерөнхий боловсролын сургууль２）教員，管理職の
研修に関する国の予算は，1994年から地域教育機関予
算として配分されるようになった。さらに，1996年に
は，国家戦略（Төрөөс боловсролын талаар баримтлах 
бодлого）において教員研修が５年毎に実施されるこ
ととなった３。

しかし，実際には，深刻な経済不況の中で，新しい
国家体制に相応しい人材育成が求められていたため，
国際機関の援助による短期間の研修によって教員研修
を担う指導者の育成が行われた。例えば，ソロス財団

（Soros Fund，現在は Open Society Foundations）が
援助した200〜300時間の教授法コースを履修すれば，
教員研修の指導を担当する指導教員（Сургагч-Багш）
になることができた。一方，アジア開発銀行（Asia 
Development Bank，以下，ADB）の教育開発プログ
ラ ム（Education Sector Development program） の
支援によって教育文化科学省が実施した１日または２
日間の研修を受けた教員が指導教員として，様々な教
員研修を担当した４。このように，諸外国および国際
機関の援助による短期間の研修によって指導教員が養
成されたものの，国際機関の援助の条件に合わせたた
め，一貫性を欠いた養成となった。

ところで，本研究に関する資料として挙げられるの
は，諸外国および国際機関からの援助によって実施さ
れた教員研修に関する報告書５，教員研修制度を紹介
した関連資料６及び，後に詳述する教員専門性向上研
究所（Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт）が
出している『職能成長（Багшийн хөгжил）』等，一定
程度存在する。しかし，体制移行後のモンゴル国にお
ける教員研修制度の史的展開や現在の運用実態を明ら
かにした研究７は，教員研修制度の一部を紹介したも
のに限られる。

そこで，本研究では2012年に教員専門性向上研究所
が再設置され，教員の資質能力向上を目指し，国家予
算によって実施される基本研修が開始してから現在ま
での教員研修制度の運用実態を明らかにする。

２．�教員専門性向上研究所の史的展開
および活動内容

（１）教員専門性向上研究所の史的展開
1924年にソ連に次ぐ史上二番目の社会主義国・モン

ゴル人民共和国（1924－1990）では，1956年に「教員
専門性向上研究所（Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 
институт）」が創設された。当時の研究所規則８による
と，本研究所は，管理職と一般の教員を対象にした研
修を実施し，優れた経験をもつ教員を選定し，その経

験を普及させることを目的とした機関であった。また，
この研究所は，教員養成を短期間で行う機関でもあっ
た。本研究所は，教職経験が５年，10年，15年，20年，
25年の教員を対象に，1983年から1991年の間に毎年
700人から800人程度の研修を実施していた９。ただし，
本研究所は，体制移行に伴い，モンゴル人民共和国政
府1990年154号決定10によって（一旦）廃止された11。
さらに本決定によって，大学は，教育研究機関である
との方針が出され，それに伴い研究所は国立教員大学

（Улсын багшийн их сургууль）の附属機関となった。
その後，1995年に教育関連法が制定された。しかし，

1995年教育法第14条第２項では，アイマグ12及び市の
教育所（Боловсролын газар13）が当該地域の教員の
専門性向上を支援する役割を果たすとされているもの
の，教員研修に関する詳細な規定はない。また，初等
中等教育法第24条第３項では，教員には教員免許

（Багшлах эрх14）と上位資格を授与すると規定されて
いる。これを受け，1996年に教員免許の授与および上
位資格に関する新しい決定15が出された。本決定の目
的は，５年以内に専門性を有した教員を確保するため，
1996年から1998年の間に非教員養成系高等教育機関で
養成された現職教員に教授法の研修を受講させること
である。そして，現職教員の教授法の研修は，国の中
央教育行政機関に認可された教員養成系大学で実施さ
れることとなった。

このような制度のもと，1997年には，22の科目で
1500人，1998年には14の科目で607人の教員が研修を
受けた16。一方で，アジア開発銀行（ADB）の支援に
よって１万人以上の教員を対象にした研修が実施され
た17。

ただし，体制以降後，教員研修に関するはじめての
法令は，1998年に制定された「専門性向上対策の費用
負担について」（Мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээг 
санхүүжүүлэх тухай）（以下，1998年規則18）であっ
た19。1998年規則1.1. によると，研修期間は49時間と
され，学校，幼稚園，専門学校の管理職，教員の研修
に関する費用が規定され，その費用はバウチャー

（Эрхийн бичиг）で賄われることになった。そして，
研修は国の中央教育行政機関の認定を受けた教員養成
系の高等教育機関および研究機関が実施するとされ

（1998年規則2.2.），それらの機関は，研修プログラムを
事前に公開し，その中から教員が選択し，その研修費
はバウチャーで賄われた。このようにバウチャー制度
によって多様な機関が教員研修を実施するようになっ
た20。また，研修の種類は中央研修（Төвлөрсөн），地
方研修（Орон нутгийн）と独自研修（Бие даасан）
からなるとされた（1998年規則1.2.）。その後に出され
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たモンゴル国政府2001年６月５日120号決定添付資料
「初等中等教員養成，専門性向上国家プログラム」
（Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 6 сарын 

5-ны өдрийн 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт 
“Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”）によると，教員研
修は，全国レベル，地方レベル，職場という三つのレ
ベルで多種多様なカリキュラムによって教員のニーズ
と関心をに応じた継続的な専門性向上のための制度を
整備するとされている。

このように，次々と規則や国家プログラムが出され
たものの，2000年代に入っても，全ての教員を対象と
する基本的な資質能力に関する研修よりも，体制移行
後のモンゴル国の教育制度の確立ための研修が優先し
て実施されてきた。例えば，2005年から学制が10年制

（４・４・２）から11年制に，2008年に12年制に移行
する準備として６歳児入学に関する教員研修が実施さ
れた。
（２）教員専門性向上研究所の創設（再設置）

上述のように体制移行後の教員研修は国際機関およ
び諸外国の支援によって行われていた。しかし，2008
年に，教育文化科学大臣2008年72号決定添付「就学前，
初 等 中 等 教 育 機 関 の 教 員， 管 理 職 の 研 修 規 則 」

（Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын 
сургалтын байгууллагын багш, удирдах ажилтны 
мэргэжил дээшлүүлэх журам）（以下，2008年規則）が
出され，本規則はモンゴル国における教員研修制度の
基盤となったと指摘されている21。

表１に示すように，2008年規則によって，すべての
教員は，専門性の継続的な改善を支援するために設け
られた１年目（10日間），５年目（14日間），10年目（21
日間）の基本研修（Үндсэн сургалт）を受けることが
義務化された（2008年規則3.1.）。また，新任教員は，
１年目の基本研修に受講することによって教員免許を
取得することができた。基本研修以外には，教員，管
理職と教育機関のニーズに合った事業やプログラム，

2000年代に入っても、全ての教員を対象として教員に求められ
る基本的な資質能力に関する研修よりも、体制移行後のモンゴ

ル国の教育制度の確立ための研修が優先して実施されてきた。

例えば、2005年から学制が10年制（4・4・2）から11年制に、
2008年に 12年制に移行する準備として 6歳児入学に関する教
員研修が実施されていた。

（（22））教教員員専専門門性性向向上上研研究究所所のの創創設設（（再再設設置置））  
上述のように体制移行後の教員研修は国際機関および諸外国

の支援によって行われていた。しかし、2008年に、教育文化科
学大臣2008年72号決定添付「就学前、初等中等教育機関の教
員、管理職の研修規則」（Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд 
боловсролын сургалтын байгууллагын багш, удирдах 
ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам）（以下、2008年規
則）が出され、本規則はモンゴル国における教員研修制度の基盤

となったと指摘されている21。 

表 1に示すように、2008年規則によって、すべての教員は、
専門性の継続的な改善を支援するために設けられた 1年目（10
日間）、5年目（14日間）、10年目（21日間）の基本研修（Үндсэн 
сургалт）を受けることが義務化された（2008年規則3.1.）。ま
た、新任教員は、1年目の基本研修に受講することによって教員
免許を取得することができた。基本研修以外には、教員、管理職

と教育機関のニーズに合った事業やプログラム、及び専門性向

上機関研修を実施する権限のある機関の基本方針に基づいて実

施される種類別研修（Төрөлжсөн сургалт、単位の有無で2種
類）もあった。教員及び管理職の職場においては、独自研修（Бие 
даасан сургалт）も実施することとされた（2008年規則2.1.）。 
その後、教育文化科学省は2008年規則を基に、基本研修実施
の準備として、2010年から 2012年にかけて教員研修のニーズ
調査を実施した。当時の国の財政状況や研修体制、教員の勤務年

数等を考慮し 1年目、5年目、10年目研修を継続することが妥
当とされた22。しかし、実際には、例えば、2010 年に実施され
た基本研修は、5年目の教員に対するもののみであった23。 
一方、先述したように、もともと 10 年制であった学制を 11
年制、12年制に延長したことに伴う研修が実施された。例えば、
2009年及び 2010年には 2年生、3年生、8年生を担当する教
員の研修が実施された。さらに、2010年、2011年には4年生と

9年生を担当する教員全員に対して、27科目の研修が実施され
た24。また、教員研修で指導を行う指導教員（Сургагч－Багш）
に対しては、14科目、合計 358人を対象に研修が実施された。 
以上のように、2008年規則が出されたものの、基本研修は全
面的かつ計画的に実施されていなかったのである。一方、2008
年規則によって、教員研修は教員免許更新の条件となっており、

さらに、研修参加は教員評価に関連づけられていた。また、研修

を単位制にし、単位を取得することによって上位資格を取得で

きるようにし、給与に反映させるようにした25。以上のような教

員研修は、アジア開発銀行（ADB）の援助によって実施された
ものであった。例えば、ADBの 2008の報告書26よると学制の

12年制への移行を支援するため教員専門性向上研究所のカリキ
ュラム改善、指導教員の養成等が挙げられており、このことから

国際機関の影響が大きかったと推察される。このような国際機

関や外国からの援助によって部分的に実施されてきた教員研修

は、2012年教育法第 40条第 8項に基づき、設置形態を問わず
幼稚園、一般教育学校教員の専門性を 5 年毎に向上させると規
定された。そして、2012年教育法第28条第1項24において教
職員の専門性を向上させる規則を制定するとの規定に基づき、

モンゴル国政府2012年180号決定27によって「教員専門性向上

研究所規則（以下、研究所規則）」（Багшийн мэргэжил 
дээшлүүлэх институтийн дүрэм）が定められた。これに基づ
き、すべての教員を対象に、国家予算で教員研修を実施するため

に、教員専門性向上研究所（Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх 
институт）が創設（再設置）された。本研究所は、就学前およ
び一般教育学校の教員、管理職とその他の職員、専門学校の一般

教養担当教員（以下、教員とする）の専門性を向上させるための

指導（研修）及び研究を行う機関である（研究所規則一般原則

1.1.）。 
研究所が創設（再設置）された翌年の 2013年に教育文化科学
大臣決定「就学前、初等中等教育機関の教職員の専門性向上規則」

（ Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын 
сургалтын байгууллагын багш, удирдах ажилтны 
мэргэжил дээшлүүлэх журам）（以下、2013年規則）が出さ
れ、2008年規則は無効となった。 

2013年規則は、すべての教員を対象に、教室と遠隔、オンラ
インをミックスした形態で国、地域、職場で研修を実施すること

を規定したものである（2013年規則1.5.）。また、初任者（教職
1年目）は、基本研修を受講することによって教員免許を取得で
きるとされた（2013年規則2.4.）。すべての教員を対象とする基
本研修は、国家基本研修と地域基本研修からなっており、1年目、
5 年目、10 年目の教員を対象とした研修は「国家基本研修」
（Үндэсний хэмжээний үндсэн сургалт）である（2013年規
則 2.6.）。また、教職経験が 2年目、3年目、4年目の教員を対
象とした研修は「地域基本研修」（Орон нутгийн үндсэн 
сургалт）とされた（2013年規則2.5.）。 
教職経験2年目、3年目、4年目の教員を対象とする地域基本

基本研修 1年目 5年目 10年目

目的

理論と実践、学

校環境に慣れ、

適応する、教員

の道徳、能力を

身に付ける

教育スタンダー

ドの実施方法の

習得、自己開発

し、経験の共有

をする

経験や新しい教

授法の共有、最

新の研究方法、

助言能力の向上

研修期間 10日間 14日間 21日間
カリキュラム編成

基準の設定

基本研修の実施機関

教員免許更新の条件 〇 〇 〇

表1　2008年規則に基づく基本研修の概要

出典：2008年規則を基に筆者作成

研究所、教員養成系大学、研修実

施の認定受けた機関

教育所、研究所、大学等

教育所

及び専門性向上機関研修を実施する権限のある機関の
基本方針に基づいて実施される種類別研修（Төрөлжсөн 
сургалт，単位の有無で２種類）もあった。教員及び管
理職の職場においては，独自研修（Бие даасан сургалт）
も実施することとされた（2008年規則2.1.）。

その後，教育文化科学省は2008年規則を基に，基本
研修実施の準備として，2010年から2012年にかけて教
員研修のニーズ調査を実施した。当時の国の財政状況
や研修体制，教員の勤務年数等を考慮し１年目，５年
目，10年目研修を継続することが妥当とされた22。し
かし，実際には，例えば，2010年に実施された基本研
修は，５年目の教員に対するもののみであった23。

一方，先述したように，もともと10年制であった学
制を11年制，12年制に延長したことに伴う研修が実施
された。例えば，2009年及び2010年には２年生，３年
生，８年生を担当する教員の研修が実施された。さら
に，2010年，2011年には４年生と９年生を担当する教
員全員に対して，27科目の研修が実施された24。また，
教員研修で指導を行う指導教員（Сургагч－Багш）に
対しては，14科目，合計358人を対象に研修が実施さ
れた。

以上のように，2008年規則が出されたものの，基本
研修は全面的かつ計画的に実施されていなかったので
ある。一方，2008年規則によって，教員研修は教員免
許更新の条件となっており，さらに，研修参加は教員
評価に関連づけられていた。また，研修を単位制にし，
単位を取得することによって上位資格を取得できるよ
うにし，給与に反映させるようにした25。以上のよう
な教員研修は，アジア開発銀行（ADB）の援助によっ
て実施されたものであった。例えば，ADB の2008年
の報告書26よると学制の12年制への移行を支援するた
め教員専門性向上研究所のカリキュラム改善，指導教
員の養成等が挙げられており，このことから国際機関
の影響が大きかったと推察される。このような国際機
関や外国からの援助によって部分的に実施されてきた
教員研修は，2012年教育法第40条第８項に基づき，設
置形態を問わず幼稚園，一般教育学校教員の専門性を
５年毎に向上させると規定された。そして，2012年教
育法第28条第１項24において教職員の専門性を向上さ
せる規則を制定するとの規定に基づき，モンゴル国政
府2012年180号決定27によって「教員専門性向上研究
所規則」（以下，研究所規則）（Багшийн мэргэжил 
дээшлүүлэх институтийн дүрэм）が定められた。これ
に基づき，すべての教員を対象に，国家予算で教員研
修を実施するために，教員専門性向上研究所（Багшийн 
мэргэжил дээшлүүлэх институт）が創設（再設置）
された。本研究所は，就学前および一般教育学校の教
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員，管理職とその他の職員，専門学校の一般教養担当
教員（以下，教員とする）の専門性を向上させるため
の指導（研修）及び研究を行う機関である（研究所規
則一般原則1.1.）。

研究所が創設（再設置）された翌年の2013年に教育
文化科学大臣決定「就学前，初等中等教育機関の教職
員の専門性向上規則」（Сургуулийн өмнөх болон бага, 
дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, 
удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам）（以
下，2013年規則）が出され，2008年規則は無効となっ
た。

2013年規則は，すべての教員を対象に，教室と遠隔，
オンラインをミックスした形態で国，地域，職場で研
修を実施することを規定したものである（2013年規則
1.5.）。また，初任者（教職１年目）は，基本研修を受
講することによって教員免許を取得できるとされた

（2013年規則2.4.）。すべての教員を対象とする基本研
修は，国家基本研修と地域基本研修からなっており，
１年目，５年目，10年目の教員を対象とした研修は「国
家基本研修」（Үндэсний хэмжээний үндсэн сургалт）
である（2013年規則2.6.）。また，教職経験が２年目，
３年目，４年目の教員を対象とした研修は「地域基本
研修」（Орон нутгийн үндсэн сургалт）とされた（2013
年規則2.5.）。

教職経験２年目，３年目，４年目の教員を対象とす
る地域基本研修の目的は，教職経験やニーズをもとに
教育機関（学校）と学習理論を発展させることである

（2013年規則2.8.）。また，１年目，５年目，10年目の
教員を対象とする国家基本研修の受講が，教員免許更
新の基礎条件とされた。

国家基本研修の期間は，10日間で，地域基本研修は
３日間である。また，「種類別研修」（Төрөлжсөн 
сургалт）の目的は，教育政策の周知，実施方法や資
質能力の向上を支援することである。

表２に示されているように，国家レベル基本研修は
10日間であり，この研修の受講が免許更新の条件の一

研修の目的は、教職経験やニーズをもとに教育機関（学校）と学

習理論を発展させることである（2013年規則2.8.）。また、1年
目、5年目と10年目の教員を対象とする国家基本研修の受講が、
教員免許更新の基礎条件とされた。 
国家基本研修の期間は、10日間で、地域基本研修は3日間で
ある。また、「種類別研修」（Төрөлжсөн сургалт）の目的は、
教育政策の周知、実施方法や資質能力を支援することである。 
 

 
 
表2に示されているように、国家レベル基本研修は10日間で
あり、この研修の受講が免許更新の条件の一つとなっている。 
その後、2013年規則は教育文化科学省 2017年 2/789号決定
によって一旦、無効となった。しかし、その後、2019 年現在、
2013年の規則によって実施されている28。 
教員専門性向上研究所の 2018 年の前半の報告書によると基
本研修の実施概要は以下の通りとなっている。まず、基本研修の

実施時期は表 3 に示したように、教職経験年数ごとに定められ
ている。 
 

 
 
また、2018年の実施形態及び時間数は、表4に示したように、
オンライン研修は、5日間（50時間）の対面研修の前後に、15
日間ずつ合計30時間行われる。 
 

 
 

ただし、直後の 2018 年に教員職能成長支援法（Багшийн 
хөгжлийг дэмжих тухай）が改正され、2019年から実施され
た。教員職能成長支援法施行後の研修は表5の通りである。 
 

 

 
2019年の教員研修はオンラインで35日間（50時間）受講し
た上で、教室で5日間（40時間）合計40日間（90時間）実施
されるようになっている。基本研修は教育改善策の実施、理論と

実践、教授法、心理学、IT学習等5つの内容からなっている29。 
教員職能成長支援法第3条には職能成長（багшийн хөгжил）
とは教員に求められる知識、指導法、能力等を向上させることで

あると規定されている。また、教員が職場で絶えず職能成長を果

たすために、必要な教材、施設設備が整備された環境であると規

定された職能成長室（багшийн хөгжлийн төв）がすべての段
階教育機関に設置されることとなった（同法第7条）。そして研
究所は、職能成長室の活動に対して、指導法に関する専門的助言

をするとされている。職能成長室の活動には、幼稚園、一般教育

学校、専門教育機関の予算の最大2％を使用できることと規定さ
れている。また、同法第16条において、教員専門性向上機関（研
究所）の責務が、教員の再教育、研修プログラム・カリキュラム

を毎年作成し、中央教育行政機関に提出し、認定を受けること、

そして、教員の職能成長について定期的に研究することである。 
このように、法令と関連する規則によって実施されてきた教

員研修は、教員職能成長支援法によって、職場での研修予算が確

保され、学校現場での研修が重視されるようになった。 
さらに、教員職能成長支援法に関連して出された2019年145
号決定「職能成長を支援する対策に関して」（Монгол Улсын 
Засгийн Тогтоол 2019 оны 4 дү гээр сарын 12-ны ө дө р 
“Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай”）によって、研究所の一部門として大学およ
び専門教育機関の職能成長を支援することを目的とした「高等

教育機関職能成長支援部」が創設された30。これによって、現在

はすべての学校段階における教員研修を実施する機関となって

いる。 
以上のように、体制以降後のモンゴルにおける教員研修は、諸

外国の援助によって部分的に実施されてきた。2008 年からは、
全国レベルでの基本研修が実施される基礎ができたことによっ

て基本的な研修制度が整えられた。ただし、定期的に全国レベル

国家基本研修 1年目 5年目 10年目

目的
自己開発、

教職の理解
（規定なし）

能力、経験

の共有、

（他の教員

への）助言

方法の習得

研修期間

教員免許更新の条件 〇 〇 〇

カリキュラム編成基準の設定

実施形態

表2　2013年規則に基づく基本研修の概要

出典：2013年規則を基に筆者作成

10日間

中央教育行政機関（教育科学省）

オンライン・対面

期間（月）／教職経験 1年目 5年目 10年目 15年目
1月・2月 ◯
3月・4月 ◯
5月・6月 ◯
9月・10月 ◯

表3　2018年の基本研修実施期間

出典：教員専門性向上研究所『2018年上半期活動報告書』2018年、10頁。
（“Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 2018 оны эхний хагас
 жилийн үйл ажиллагааны тайлан” 10хуудас）を基に筆者作成

研修（実施順） オンライン 対面 オンライン

日数 15日間 ５日間 15日間
時間数 15時間 50時間 15時間

表4　2018年の基本研修の実施方法及び日数・時間数

出典：教員専門性向上研究所『2018年上半期活動報告書』2018年、11頁。（“Ба
гшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 2018 оны эхний хагас жилийн үйл
ажиллагааны тайлан” 11хуудас）を基に筆者作成

国家基本研修 1年目 2年目 3年目

実施機関

実施方法

カリキュラム

出典：教育研究所『モンゴル国教育情報基礎報告書』2019年、262-263頁。を基に筆者作成
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表5　2019年以降の教員研修の概要

教育文化科学スポーツ省、研究所

期間

オンライン学習　-　35日間（50時間）

対面学習　-　5日間（40時間）

合計40日間、90時間

研修の目的は、教職経験やニーズをもとに教育機関（学校）と学

習理論を発展させることである（2013年規則2.8.）。また、1年
目、5年目と10年目の教員を対象とする国家基本研修の受講が、
教員免許更新の基礎条件とされた。 
国家基本研修の期間は、10日間で、地域基本研修は3日間で
ある。また、「種類別研修」（Төрөлжсөн сургалт）の目的は、
教育政策の周知、実施方法や資質能力を支援することである。 
 

 
 
表2に示されているように、国家レベル基本研修は10日間で
あり、この研修の受講が免許更新の条件の一つとなっている。 
その後、2013年規則は教育文化科学省 2017年 2/789号決定
によって一旦、無効となった。しかし、その後、2019 年現在、
2013年の規則によって実施されている28。 
教員専門性向上研究所の 2018 年の前半の報告書によると基
本研修の実施概要は以下の通りとなっている。まず、基本研修の

実施時期は表 3 に示したように、教職経験年数ごとに定められ
ている。 
 

 
 
また、2018年の実施形態及び時間数は、表4に示したように、
オンライン研修は、5日間（50時間）の対面研修の前後に、15
日間ずつ合計30時間行われる。 
 

 
 

ただし、直後の 2018 年に教員職能成長支援法（Багшийн 
хөгжлийг дэмжих тухай）が改正され、2019年から実施され
た。教員職能成長支援法施行後の研修は表5の通りである。 
 

 

 
2019年の教員研修はオンラインで35日間（50時間）受講し
た上で、教室で5日間（40時間）合計40日間（90時間）実施
されるようになっている。基本研修は教育改善策の実施、理論と

実践、教授法、心理学、IT学習等5つの内容からなっている29。 
教員職能成長支援法第3条には職能成長（багшийн хөгжил）
とは教員に求められる知識、指導法、能力等を向上させることで

あると規定されている。また、教員が職場で絶えず職能成長を果

たすために、必要な教材、施設設備が整備された環境であると規

定された職能成長室（багшийн хөгжлийн төв）がすべての段
階教育機関に設置されることとなった（同法第7条）。そして研
究所は、職能成長室の活動に対して、指導法に関する専門的助言

をするとされている。職能成長室の活動には、幼稚園、一般教育

学校、専門教育機関の予算の最大2％を使用できることと規定さ
れている。また、同法第16条において、教員専門性向上機関（研
究所）の責務が、教員の再教育、研修プログラム・カリキュラム

を毎年作成し、中央教育行政機関に提出し、認定を受けること、

そして、教員の職能成長について定期的に研究することである。 
このように、法令と関連する規則によって実施されてきた教

員研修は、教員職能成長支援法によって、職場での研修予算が確

保され、学校現場での研修が重視されるようになった。 
さらに、教員職能成長支援法に関連して出された2019年145
号決定「職能成長を支援する対策に関して」（Монгол Улсын 
Засгийн Тогтоол 2019 оны 4 дү гээр сарын 12-ны ө дө р 
“Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай”）によって、研究所の一部門として大学およ
び専門教育機関の職能成長を支援することを目的とした「高等

教育機関職能成長支援部」が創設された30。これによって、現在

はすべての学校段階における教員研修を実施する機関となって

いる。 
以上のように、体制以降後のモンゴルにおける教員研修は、諸

外国の援助によって部分的に実施されてきた。2008 年からは、
全国レベルでの基本研修が実施される基礎ができたことによっ

て基本的な研修制度が整えられた。ただし、定期的に全国レベル
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モンゴル国における教員研修制度の運用実態 ― 基本研修を中心に ―

教員職能成長支援法第３条には職能成長（багшийн 
хөгжил）とは教員に求められる知識，指導法，能力
等を向上させることであると規定されている。また，
教員が職場で絶えず職能成長を果たすために，必要な
教材，施設設備が整備された環境であると規定された
職能成長室（багшийн хөгжлийн төв）がすべての段
階の教育機関に設置されることとなった（同法第７
条）。そして研究所は，職能成長室の活動に対して，
指導法に関する専門的助言をするとされている。職能
成長室の活動には，幼稚園，一般教育学校，専門教育
機関の予算の最大２％を使用できることと規定されて
いる。また，同法第16条において，教員専門性向上機
関（研究所）の責務が，教員の再教育，研修プログラ
ム・カリキュラムを毎年作成し，中央教育行政機関に
提出し，認定を受けること，そして，教員の職能成長
について定期的に研究することである。

このように，それまで法令と関連する規則によって
実施されてきた教員研修は，教員職能成長支援法に
よって，職場での研修予算が確保され，学校現場での
研修が重視されるようになった。

さらに，教員職能成長支援法に関連して出された
2019年145号決定「職能成長を支援する対策に関して」

（Монгол Улсын Засгийн Тогтоол 2019 оны 4 дүгээр 
сарын 12-ны өдөр “Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай”）によって，研究
所の一部門として大学および専門教育機関の職能成長
を支援することを目的とした「高等教育機関職能成長
支援部」が創設された30。これによって，現在はすべ
ての学校段階における教員研修を実施する機関となっ
ている。

以上のように，体制以降後のモンゴルにおける教員
研修は，諸外国の援助によって部分的に実施されてき
た。2008年からは，全国レベルでの基本研修が実施さ
れることによって基本的な研修制度が整えられた。た
だし，定期的に全国レベルの基本研修（国家基本研修）
が実施されるようになったのは，2013年以降である。
言い換えれば，モンゴルにおける教員研修制度は，体
制移行後，度々変更され，計画的かつ体系的な研修制
度が確立されたとは言えない状況にあった。また，前
述したように，研究所の報告書や関連資料から確認で
きることは，基本研修の目的，実施機関，大まかな研
修方針等である。そのため，基本研修を担当する講師
の選抜方法をはじめ，研修の成果や体制移行後から続
いていた外国からの支援の影響等について十分に明ら
かにされていないままとなっている。

３．�現在の教員研修制度の運用実態に
関するインタビュー

以上を踏まえ，本インタビューでは，教員専門性向
上研究所（研究所）の創設によって基本研修が開始さ
れた2013年以降の基本研修を中心とした研修の実態を
明らかにするため，基本研修を担当する基本研修担当
講師（Сургагч-Багш，以下，講師）の選抜基準，研
修の成果や外国からの支援が現在の研修に与えた影響
等について質問した。

本インタビューは，2021年４月11日に Facebook 
Messenger を通しておこなったものである（約１時
間）。インタビュー協力者の A 氏は，大学卒業後，５
年間の教員としての勤務を経て，教員専門性向上研究
所，教育省，教育研究所（Боловсролын хүрээлэн）
で約30年間勤務し，定年退職した。教員専門性向上研
究所で補助職員から管理職を経験した専門家である。
また，研究所の職員から，2017年の活動報告書，2018
年基本研修報告書，2021年研修プログラム等の資料提
供を受けた。
（１）基本研修担当講師の選抜について

体制移行後，モンゴル国では新しい国家体制に相応
しい人材育成が求められる中，諸外国の援助によって
教員研修を担う指導教員の養成が重視されてきた。こ
のような状況の中，指導教員研修に関して，2000年規
則「研修受講者への証明書授与に関する規則31」

（Мэргэжил дээшлүүлсэн багшид гэрчилгээ олгох 
журам）（以下，指導教員証明書授与規則）が出された。

指導教員証明書授与規則には，研修を受講した教員
に指導教員証明書が授与されると規定している。

本規則は，はじめて「指導教員」について詳細に規
定したものである。ここでは，指導教員になるために
は，48時間以上の科目に特化した研修，種類別研修等
のいくつかの形態の研修を数回に渡り合計144時間以
上受講しなければならない（指導教員証明書授与規則
3.2.）とされている。証明書の有効期間は５年間であ
る（指導教員証明書授与規則3.10.）。ただし，本決定
はその後，無効となった。

その後，2008年規則（「就学前及び初等中等教育機
関の教員，管理職の研修に関する規則」）には，指導
教員に関して，教育に係る国の事業やプログラムに関
して実施される継続的な研修を受講するものと規定さ
れている。ただし，研修時間について明確な規定はな
い。さらに，カリキュラム編成と教材作成を担当した
教員は，その専門分野に関する学校，地域，国家レベ
ルでの研修を担当できる「指導教員証明書」が授与さ
れることとなっている。指導教員証明書の有効期限は
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５年間である。ただし，本決定は，「教育文化科学省大
臣2013年 A/287号決定」（БШУС-ын 2013 оны А/287 
дугаар тушаал）33によって無効となった。

一方，前述した基本研修について規定した2013年規
則には，指導教員に関する規定はない。

そこで，A 氏に2012年の研究所創設以降の指導教
員（基本研修担当講師）の選抜方法について尋ねた。

A 氏によれば，2013年以降は，研究所が指名した
ウランバートル市内の優秀な教員に対して，面接及び
模擬授業を実施し，職務に対する意欲等を基準に基本
研修担当講師（以下，講師）を任命した。現在は，中
央教育行政機関である教育省が講師を任命することは
ないとした。この点に関して，筆者が確認したところ，
2013年の公募に関する情報がインターネット上に公開
されているものの，選抜方法は示されていなかった。
しかし，2012年に研究所が創設され，2013年にはじめ
て国家レベルの研修として基本研修が実施されたた
め，十分な人数の講師を確保するため，ウランバート
ル市内の優秀教員を指名したと推察される。さらに，
A 氏によれば，講師に任命される教員は，優れた業
績（例えば，教員自身と指導した生徒が数学や化学オ
リンピック代表であったり，指導した生徒が数学等の
全国大会や国際大会で良い成績を修めたりしたこと）
や多くの研修受講歴を持っている34ものの，講師とそ
の他の教員が指導する生徒の教科の成績には差がな
かったと述べていた。ただし，2013年11月に職員（講
師）募集資格として５年以上の職務経験，国家及び地
方レベルでの研修実施経験，カリキュラム作成・評価
能力が求められている35。すなわち経験を重視してい
ることがわかる。

A 氏によれば，研究所による講師の指名がいつま
で続いていたかは定かではないものの，2019年には，
講師が公募され，書類選考，模擬授業，面接，継続的
に勤務する意志確認を行い，採用されたという。先述
のように指導教員に関する国の規則は無効となってい
るものの，研究所の内規には修士号取得者等の基準が
定められているという。一方で，2018年の職員（講師）
応募基準によれば，選抜は６段階（書類選考，IT ス
キルの試験，書類作成能力試験，専門教科教授法の試
験，外国語試験，面接）にわたって実施されている。
さらに，基本条件として教員研修実務経験，研修カリ
キュラムの作成・評価等が挙げられている36。

資料の制約はあるものの，上述のように，指名によ
る任命から始まった講師選抜は，2018年の時点では６
段階を踏むこととなっている。そして，2017年度の活
動報告書によると，国家レベルの教育機関（研究所，
大学，教育所等）が増えたことにより，講師のうち研

究所の職員が71.2%，大学教員等（研究所の非正規の
助言者及び国立教育大学，医学国立大学，科学技術大
学の教員）の講師が28.8% を占めている37。さらに，就
学前及び初等教育段階の教員研修の94.6% は研究所の
職員（講師）が担当している。このように，現在は，研
究所の職員が中心となり基本研修等が実施されている。
また，表６に示したように，2018年の『基本研修評価
報告書』（Үндсэн сургалтын үнэлгээний тайлан38）
によると基本研修の実施方法に関しては，一項目をの
ぞいて全ての項目で受講した教員が基本研修を高く評
価している。このように，研究所の職員等が中心となっ
て基本研修を担当している現在の研修には高い評価が
与えられている。このような高い評価を得ていること
は職員（講師）の選抜が厳格になったことが一定の役
割を果たしていると言えよう。

（２）教員専門性向上研究所に期待される役割
A 氏によると今後は，研究所が教員の職能成長を

支援する機関となることが目指されているとのことで
あった。現在は，教員が自分自身で専門性を向上させ，
創造性をもつことが求められている。これに関して
A 氏は，研究所が教員自身の職能成長を支援する機
関として情報を提供したり，職能成長に必要となる本
を出版したり，教員を正しい方向性に向かわせたりす
る研究所でありたいと述べていた。これに関して，A
氏は，研究所は，英語では「Institute of Teacher’s 
professional development」と翻訳でき，その性格が
理解しやすいと述べた。この点に関して，研究所のパ
ンフレット39に記載されている研究所の主な役割は，
初等中等学校の教員及び管理職の職能開発を絶えず支
援すること，教育政策と社会ニーズを考慮し，ICT

の講師が28.8%を占めている37。さらに、就学前及び初等教育段

階の教員研修の94.6%は研究所の職員（講師）が担当している。
このように、現在は、研究所の職員が中心となり基本研修等が実

施されている。また、表6に示したように、2018年の『基本研
修評価報告書』（Үндсэн сургалтын үнэлгээний тайлан38）に

よると基本研修の実施方法に関しては、一項目をのぞいて全て

の項目で9割以上（「とても良い」「良い」の合計）であり、受講
した教員が基本研修を高く評価している。このように、研究所の

職員等が中心となって基本研修を担当している現在の研修には

高い評価が与えられている。このような高い評価を得ているこ

とは職員（講師）の選抜が厳しくなったことが一定の役割を果た

していると言えよう。

（（22））教教員員専専門門性性向向上上研研究究所所にに期期待待さされれるる役役割割  
A 氏によると今後は、研究所が教員の職能成長を支援する機
関となることが目指されているとのことであった。現在は、教員

が自分自身で専門性を向上させ、創造性をもつことが求められ

ている。これに関して A氏は、研究所が教員自身の職能成長を
支援する機関として情報を提供したり、職能成長に必要となる

本を出版したり、教員を正しい方向性に向かわせたりする研究

所でありたいと述べていた。これに関して、A氏は、研究所は、
英語では「Institute of Teacher’s professional development」と
翻訳でき、その性格を理解しやすいと述べた。この点に関して、

研究所のパンフレット39に記載されている研究所の主な役割は、

初等中等学校の教員及び管理職の職能開発を絶えず支援するこ

と、教育政策と社会ニーズを考慮し、ICTを活用して、国際的に
優れた人材を育成することとされている。さらに、研究所のあり

方として、学び続ける、道徳のあるチームを目指すこととされ、

これらは、A氏が証言と同様であると言える。 
（（33））教教員員職職能能成成長長支支援援法法制制定定にによよるる教教員員のの職職能能成成長長をを支支援援すするる
条条件件整整備備ににつついいてて

教員職能成長支援法では、学校現場での研修を通じて教員が

職能成長できる環境が重視されている。具体的には、各教育機関

（学校）レベルで職能成長室が設けられることや、学校予算の

2％まで研修に支出することが可能となっていることである。こ
れに関して A氏は、特に僻地では、若手教員を中心に、生徒に
対して稚拙な対応をとることで教員の評価を下げることもある。

この背景には、学校の教員の年齢構成が若く、バランスが取れて

いないことがあり、ベテラン教員の経験を学校現場での研修を

通じて共有することができないことが背景にあるとした。つま

り、若手教員に対して、教員職能成長支援法が重視する学校現場

での研修が十分行われていない現状がうかがえる。

また、本法律に基づき各学校では、職能成長室が設けられ、カ

リキュラム編成や教材準備等ができるようになったものの、2部
制、3部制で学校教育が実施されているため、実際には、職能成
長室が授業等で使用されてしまい、自主的な研修を実施するこ

とが困難になっているとのことだった。

このような A氏の認識は、モンゴルでは周知の事実であると
言って良いだろう。ただし、全国の僻地で勤務している教員の年

齢構成や新人教員の能力に関する情報を有していないため、A氏
の認識が正しいかどうかについては、断定できない。

（（44））基基本本研研修修のの効効果果にに関関すするる調調査査ににつついいてて  
2012 年の研究所創設後、2013 年以降実施されている基本研
修の成果について尋ねたところ、A氏は、国家予算を使って実施
される3度（教職経験1年目、5年目、10年目）にわたる基本
研修の効果や課題について、詳細な調査は実施されていないと

述べた。

	 これに関して、筆者が研究所の現職の職員から提供を受けた

資料からも、総合的な調査報告書を確認することはできなかっ

た。このことを踏まえれば、今後、基本研修に関する総合的評価

が求められていると言えよう。ただし、2017年度、2018年度前
期の研究所の活動報告書の中に、研修受講者の満足度等につい

て報告されている。

（（55））諸諸外外国国のの研研修修へへのの影影響響ににつついいてて  
社会主義時代の1983年から1991年までは、外国の援助はな
く、国家予算によって全教員を対象とした 5 年ごとの研修が実
施されていた。その後は、諸外国の援助による専門に特化した研

修が実施された反面、全教員を対象とした必修の研修は実施さ

れていなかった。2013年以降研究所が中心となって実施されて
いる全教員必修の基本研修に対しても、諸外国からの多くの援

助があり、特に環境整備、講師の情報技術能力向上や、インター

ネットによる職員（講師）の専門性向上の研修も度々実施された。

しかし、2015 年に、中華人民共和国政府の融資40によって、す

べての教員にノートパソコンが 1 台を配布されたものの、すで
に旧型となっており、機種の更新が必要であるという。

このように、諸外国からの経済的援助がないわけではないが、

まだうまく活用できていない状況であるという。ただし、研修の

内容について A氏は、国が研修機関を認定する制度が整ってい

指導法の適用性

ワークショップの有効性

情報技術（IT）の研修内容の受講者ニーズへの適合性

84.0%

表6　2018年の基本研修の実施評価（「とても良い」「良い」の合計）

96.6%

93.0%

97.6%

97.6%

96.8%

95.9%

オンラインと対面での研修内容の関連性

対面研修の事前準備におけるオンライン研修

対面研修の受講者ニーズへの適合性

96.9%

出典：『基本研修評価報告書』2018年、を基に筆者作成

研修評価（一日及び定期）の適切性

研修環境

研修の手引きの質と量

97.1%
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を活用して，国際的に優れた人材を育成することとさ
れている。さらに，研究所のあり方として，学び続け
る，道徳のあるチームを目指すこととされ，これらは，
A 氏が証言と同様であると言える。
（３）�教員職能成長支援法制定による教員の職能成長

を支援する条件整備について
教員職能成長支援法では，学校現場での研修を通じ

て教員が職能成長できる環境が重視されている。具体
的には，各教育機関（学校）レベルで職能成長室が設
けられることや，学校予算の２％まで研修に支出する
ことが可能となっていることである。これに関して
A 氏は，特に僻地では，若手教員を中心に，生徒に
対して稚拙な対応をとることで教員の評価を下げるこ
ともある。この背景には，学校の教員の年齢構成が若
く，バランスが取れていないことがあり，ベテラン教
員の経験を学校現場での研修を通じて共有することが
できないことが背景にあるとした。つまり，若手教員
に対して，教員職能成長支援法が重視する学校現場で
の研修が十分行われていない現状がうかがえる。

また，本法律に基づき各学校では，職能成長室が設
けられ，カリキュラム編成や教材準備等ができるよう
になったものの，２部制，３部制で学校教育が実施さ
れているため，実際には，職能成長室が授業等で使用
されてしまい，自主的な研修を実施することが困難に
なっているとのことだった。

このような A 氏の認識は，モンゴルでは周知の事
実であると言って良いだろう。ただし，全国の僻地で
勤務している教員の年齢構成や新人教員の能力に関す
る情報を有していないため，A 氏の認識が正しいか
どうかについては，断定できない。
（４）基本研修の効果に関する調査について

2012年の研究所創設後，2013年以降実施されている
基本研修の成果について尋ねたところ，A 氏は，国
家予算を使って実施される３度（教職経験１年目，５
年目，10年目）にわたる基本研修の効果や課題につい
て，詳細な調査は実施されていないと述べた。

これに関して，筆者が研究所の現職の職員から提供
を受けた資料からも，総合的な調査報告書を確認する
ことはできなかった。このことを踏まえれば，今後，
基本研修に関する総合的評価が求められていると言え
よう。ただし，2017年度，2018年度前期の研究所の活
動報告書の中に，研修受講者の満足度等については報
告されている。
（５）諸外国の研修への影響について

社会主義時代の1983年から1991年までは，外国の援
助はなく，国家予算によって全教員を対象とした５年
ごとの研修が実施されていた。その後は，諸外国の援

助による専門に特化した研修が実施された反面，全教
員を対象とした必修の研修は実施されていなかった。
2013年以降研究所が中心となって実施されている全教
員必修の基本研修に対しても，諸外国からの多くの援
助があり，特に環境整備，講師の情報技術能力向上や，
インターネットによる職員（講師）の専門性向上の研
修も度々実施された。しかし，2015年に，中華人民共
和国政府の融資40によって，すべての教員にノートパ
ソコンが１台を配布されたものの，すでに旧型となっ
ており，機種の更新が必要であるという。

このように，諸外国からの経済的援助がないわけで
はないが，まだうまく活用できていない状況であると
いう。ただし，研修の内容について A 氏は，国が研
修機関を認定する制度が整っているため，諸外国の影
響はないとした。

ただし，筆者が収集した国際機関の報告書，特にア
ジア開発銀行（ADB）「モンゴル国とアジア開発銀行の
教育改革プロジェクトに関する基本合意」の報告書41

や，体制移行後，現在までのモンゴル国の教育の歴史
を踏まえれば，国際機関の影響がないとは考えづらい。
例えば，上記の ADB の報告書の目的は学制の12年制
移行を支援するための教員専門性向上研究所のカリ
キュラム改善，指導教員の養成等が挙げられており，
本報告書の内容とモンゴルの教員研修制度の変遷が関
連していることが窺える。

４．結語

以上の考察を踏まえれば，現在のモンゴル国におけ
る教員研修制度の運用実態及びその意義と課題は以下
のように指摘することができる。

第一に，モンゴル国における教員研修制度は，度重
なる変更が続いている。1990年に体制移行したモンゴ
ルは1992年に憲法を制定し，モンゴル国初の教育関連
法が1995年制定された。ただし，教員研修に関する規
定が出されたのは，1998年の「専門性向上対策の費用
負担について」（Мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээг 
санхүүжүүлэх тухай）であった。しかし，この規定は，
全国を網羅したものではなく，国際機関からの経済援
助の条件の一つであった新しい体制に相応しい人材の
育成に関連する特定分野に限られていた。このような
中，2012年教育法第40条第８項において５年ごとに教
員研修を実施すると規定された。そして，この規定を
もとに，2012年に教員専門性向上研究所が創設され，
全教員を対象とした基本研修が開始されたのである。

また，基本研修がオンラインと対面で実施されるよ
うになったのは2015年からである。さらに，研修実施
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時間の変更があった。例えば，2013年規則では10日間
（80時間），2019年が90時間，2020年が60時間となって
いる。

以上を踏まえれば，体制移行後，資本主義経済，民
主主義体制に相応しい人材養成を目指して，全教員を
対象とした必修の基本研修が制度化されたことは，モ
ンゴル国の教育改善を進める上で大きな意義があると
言えよう。

しかしながら，教員研修制度の変更が頻繁に行われ
ており，安定的継続的な制度として運用されていない
現状にある。そのため研修制度に関する総合的な評価
に基づいて制度を改善することが困難な状況にあり，
モンゴル国の教員研修制度の課題であると指摘できる。

その一方で，研究所の職員（講師）を中心とした基
本研修に対して研修受講者の評価が高いことは，現在
のモンゴル国における教員研修の意義として指摘でき
よう。

研究所の設置当初は，現職教員が指名され講師とし
て基本研修を担当していた。しかし現在は，研究所の
職員が講師の多数を占めている。また，研究所の職員
である講師は，５年以上の職務経験を持つ元教員であ
る。このような研究所所属の講師の経験が，現場のニー
ズを踏まえつつ，基本研修を担当することで，基本研
修に対する高い評価に繋がっていると考えられる。

一方，現在のモンゴル国における教員研修，特に，
基本研修については，次のような制度的課題が挙げら
れる。すなわち，2013年からは勤務経験が１年目，５
年目，10年目の教員全員を対象とした教員基本研修が
実施されるようになり，モンゴル国の教員の資質能力
向上を図る基本的な制度が整備された。しかしながら，
現在まで，勤務経験が15年，20年，25年目そしてそれ
以上の教員を対象とした基本研修は実施されておら
ず，このことは，社会主義体制における教育を経験し
た多くのベテラン教員に対して，体制移行後の国家体
制に応じた研修機会が十分保障されているとは言え
ず，現在のモンゴル国の教員研修制度の課題であると
言える。
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60_B・ダギーマー先生.indd   54860_B・ダギーマー先生.indd   548 2021/12/08   13:432021/12/08   13:43




